
 

 
 

 
 

（１.６.１）取扱い工程を外部委託する際の契約(点検)内容 

美味しまねゴールド生産工程管理基準 1.6.1 より抜粋 

農場と外部委託先との間で交わされた契約文書は下記の内容が含まれている。 

③外部委託する業務（工程）及びその業務（工程）に関する食品安全のルール 

④上記③について農場が定めたルールに従うことの合意 

⑥外部から審査を受ける可能性があること及び不適合がある場合には是正処置を 

 求める可能性があることについての合意 

美味しまねゴールド生産工程管理基準 1.6.2 より抜粋 

外部委託先に対し、「管理すべきポイント」1.6.1 の契約文書の中で規定しているルー

ルに適合しているかどうか年 1 回以上点検し、その記録を残している。 

  

外部委託とは、農産物の生産工程（作物の栽培工程、収穫工程及び農産物取扱い工程までの一

連の作業活動）に直接関わる作業を外部の事業者に委託することで、【播種、育苗、防除、施肥、

収穫、乾燥・調製、運送】などがあります。 

 外部委託の中でも、乾燥・調製のような“取扱い工程”は農産物と汚染物質の接触や異物混入

など食品安全への危害リスクが高いため、外部の事業者には食品安全のルールに従って作業し

てもらう必要があります。 

 

■食品安全への危害リスクの考察とルールの規定 

取扱い工程における食品安全への危害リスクとして、例えば以下が考えられます。 

 ・農産物一時保管場所の周辺に農薬保管庫があることによる交差汚染のリスク 

 ・作業者が不衛生な状態で袋詰め作業したことによる病原性大腸菌等付着のリスク 

 ・乾燥機の掃除不足により他農場の籾が混入するリスク  など 

これらによる食品安全への危害が起こらないようなルールを契約文書の中に規定し、外部の

事業者と契約を交わします。 

（契約文書の例は“GAP 技術情報 外部委託先の管理について（契約編）R5.2.22”参照） 
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ルールを考える上では、基準書の項目「2.11 農産物の取扱い」に対応できるも

のになっているか注意しましょう。 

※特に多くの農場の籾を取り扱うライスセンター等は、他農場の籾や異品種混入のリスクが

高いため、管理すべきポイント「2.11.8」に関するルールを規定しましょう。  

ポイント 



■点検表（チェックリスト）による点検及び記録 

 規定したルールに基づいて点検表（チェックリスト）を作成し、事業者がルールに適合してい

るかどうか年 1 回以上点検します。点検はできるだけ作業に立ち会って確認することが望まし

いです。また、点検の実施及びその結果が分かるように点検表（チェックリスト）に記録し保管

しておきましょう。 

 

点検表（チェックリスト）の例：米の乾燥・調製の場合 

 点検の結果、ルール違反などの是正すべき事項を確認した場合は、事業者に対し是正を要求

し、その内容を点検表（チェックリスト）に記録しておきます。 
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外部委託先業者点検表 管理すべきポイント 1.6.2 

■外部委託先に契約文書の中で規定しているルールに適合しているかどうか年１回点検（作業時）し、その記録を残す。
※評価について
 ○＝問題ない  △＝注意喚起すべき事項  ×＝是正事項

確認日 評価※外部委託先 確認者 確認項目 是正要求・違反に対する措置

⑤他農場やロットの異なる玄米が混入しな
いよう対策を徹底し、その記録を残してい
るか。

①施設内はきちんと清掃され、衛生的か。

②施設内の床はなめらかで、乾燥した状態
であるか。

③施設内に、薬剤や油類等、食品安全に影
響するものはないか。

④作業者は衛生面に留意しているか。

⑥異品種が混入しないように明確に区分し
ているか。
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